
 
 

平成１９年１月１８日 

 

「ディーゼルクリーン・キャンペーン」 
の成果をお知らせします。 

   ～ 黒煙測定車両４，４３４台、２９台に整備命令書交付、 
                     迷惑黒煙通報件数２６２件 ～ 

 
 

 国土交通省は、大都市地域等における自動車に起因する大気汚染問題が依然として厳

しい状況にあり、その中でも大気汚染への影響度が大きいディーゼル車の排出ガス対策

の一層の推進が求められていることから、警察、自動車検査独立行政法人等関係機関の

協力を得て、昨年６月及び１０月を重点実施期間として「ディーゼルクリーン・キャン
ペーン」を全国的に実施するとともに、キャンペーンの啓蒙活動の一環として、関連す

るポスターやリーフレット等の掲示・配布を行い、次のような成果を得ることができま

した。 

 

    １．街頭検査結果 

重点実施期間中における街頭検査においては、全国で４，４３４台のディーゼル車

について黒煙測定を実施しました。そのうち２９台の車両に対し、整備命令書の交付

を行いました。 

また、硫黄分濃度分析器による燃料に関する検査については、８７４台実施し、そ

の結果、不正軽油（規格外の燃料）を使用する車両が１３台判明しました。このうち、

１台については、硫黄分濃度が規定値（２００ppm）を大幅に上回る燃料を使用してい

たことから、適正な燃料への入れ替えを命じる、整備命令書の交付を行いました。 

 

    ２．迷惑黒煙通報制度結果 

平成１４年度より導入した迷惑黒煙の通報制度については、全国の運輸支局に迷惑

黒煙相談窓口「黒煙１１０番」を設置し、一般の方から情報として寄せられた著しく

黒い煙を排出している自動車のユーザーに対し、自主点検等の指導を行いました。 

その結果、平成１８年４月から１０月までの間に全国で２６２件の通報があり、車

両が特定された１８８件の自動車ユーザーに対してハガキによる自主点検を実施する

よう指導を行いました。 

 

    ３．点検整備による黒煙低減効果 

平成１８年１０月中に整備のために入庫したディーゼル車３８，０１６台について、

整備後における黒煙の低減効果を調査したところ、黒煙濃度が１０％以上の低減効果

が認められた車両が１６，７０８台（全体の４４％）ありました。点検整備がディー

ゼル黒煙の低減に大きな効果があることが確認されました。 

 

    ４．エコドライブの普及の促進 

    全国で約１４万枚のリーフレットを配布し、エコドライブの周知に努めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

   国土交通省自動車交通局技術安全部環境課 中島、菅井 

   電話：０３－５２５３－８１１１（内線 42-523、42-524） 
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＜街頭検査結果（黒煙）不合格車種割合＞
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１．街頭検査結果（黒煙）（平成１８年６月及び１０月に検査を実施） 

重点実施期間中における街頭検査においては、全国で４，４３４台のディーゼル車につ

いて黒煙測定を実施しました。そのうち２９台の車両に対し、整備命令書の交付を行いま

した。 

 

＜黒煙の街頭検査測定結果＞ 

車 種 測定台数 
不合格台数 

「整備命令書交付台数」
不合格割合 

乗用車 488 台（  695 台） 6 台 （12 台） 1.2％（1.7％）

トラック 3,447 台（3,369 台） 20 台 （29 台） 0.6％（0.9％）

ダンプカー 229 台（  236 台） 1 台 （ 0 台） 0.4％（0.0％）

そ の 他 270 台（  246 台） 2 台 （ 3 台） 0.7％（1.2％）

合 計 4,434 台（4,546 台） 29 台 （44 台） 0.7％（1.0％）

（注）表中の括弧（）の数字は、昨年度の結果である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、硫黄分濃度分析器による燃料に関する検査については、８７４台実施し、そ

の結果、不正軽油（規格外の燃料）を使用する車両が１３台判明しました。このうち、

１台については、硫黄分濃度が規定値（２００ppm）を大幅に上回る燃料を使用してい

たことから、適正な燃料への入れ替えを命じる、整備命令書の交付を行いました。 

 

＜硫黄分濃度分析器による燃料に関する検査結果＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）１．運輸局欄「その他」とは、沖縄総合事務局を除いた、上記以外の運輸局が実施した数を表す。 

２．警告書等発出割合には、整備命令書を交付した件数を含みます。 

 

発出件数 
運輸局 

燃料 

検査件数 警告書 整備命令

警告書等

発出割合

関東 299 2 0 0.7% 

北陸信越 158 2 0 1.3% 

中部 111 3 0 2.7% 

その他 417 5 1 1.4% 

合計 874 12 １ 1.5% 
＜燃料検査結果測定台数＞ 
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２．迷惑黒煙通報制度結果（平成１８年１０月末現在） 

全国の運輸支局に迷惑黒煙相談窓口「黒煙１１０番」を設置し、一般の方から情報とし

て寄せられた著しく黒い煙を排出している自動車のユーザーに対し、自主点検等の指導を

行いました。 

その結果、平成１８年４月から１０月までの間に全国で２６２件の通報があり、車両が

特定された１８８件の自動車ユーザーに対してハガキによる自主点検を実施するよう指

導を行いました。 

 

＜迷惑黒煙通報制度結果＞ 

 

 

（注）昨年度の結果は全国で 219 件 の通報があ 

り、そのうち車両が特定できた 189 件に対し 

て自主点検等の指導を行いました。 

 

 

３．事業者による点検結果（平成１８年１０月に調査を実施） 

（１）整備事業者による入庫車の点検結果 

   平成１８年１０月中に整備のために入庫したディーゼル車３８，０１６台について、

整備後における黒煙の低減効果を調査したところ、黒煙濃度が１０％以上の低減効果が

認められた車両が１６，７０８台（全体の４４％）ありました。点検整備がディーゼル

黒煙の低減に大きな効果があることが確認されました。 

 

＜点検整備後の黒煙濃度低減率と主な要因＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜点検整備による黒煙低減率割合＞ 

 

また、平成１８年１０月中にディーゼル車４３，２２３台について、エア・クリーナの自主点検

したところ、エア・クリーナの清掃・交換した車両は、３７，６１６台（全体の８７％）ありました。 

 

＜整備事業者による自主点検結果 

（エア・クリーナ点検結果）（日整連）（10 月）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜エア・クリーナ点検結果の車両数割合＞ 

運輸局 近畿 中部 その他 合計 

通報件数 193 41 28 262 

  
測定 

台数 
割合 

低減率１％以上１０％未満 21,308 台 56%

低減率１０％以上２０％未満 9,312 台 25%

低減率２０％以上３０％未満 3,562 台 9%

低減率３０％以上 3,834 台 10%

合  計 38,016 台 100%

 
測定 

台数 
割合 

エア・クリーナを清掃した車両数 27,497 台 64%

エア・クリーナを交換した車両数 10,119 台 23%

エア・クリーナの清掃・交換を要し

なかった車両数 
5,607 台 13%

合  計 43,223 台 100%



合　計
６９，５８１台
（１００％）

清掃・交換
を要しな
かった
車両数
(５０％)

清掃した
車両数
(４０％)

交換した
車両数
(１０％)

 

 

平成１８年６月中にディーゼル車６４，３４１台について、燃料噴射ポンプの封印を確認した

ところ、噴射ポンプの封印が開封されていた車両が、３，４０３台（全体の５．３％）ありました。 

 

   ＜燃料ポンプ封印点検（日整連）（６月）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜燃料ポンプ封印点検結果の車両割合＞ 

 

 

（２）バス事業者による自主点検結果（エア・クリーナ点検結果） 

   平成１８年１０月中にバス事業者が６９，５８１台について、エア・クリーナの自主点検し

たところ、エア・クリーナの清掃・交換を行った車両が、３４，９９９台（全体の５０％）ありました。 

＜事業者による自主点検結果＞ 

 台数 割合 

 エア・クリーナを清掃した車両数 28,256 台 40％ 

 エア・クリーナを交換した車両数 6,743 台 10％ 

エア・クリーナの清掃、交換を要しなかった車両数 34,582 台 50％ 

 点検を実施した車両数 69,581 台 100％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜エア・クリーナ点検結果の車両数割合＞ 

 

 

 台数 割合 

噴射ポンプの封印が開封されて

いた車両数 
3,403 台 5.3%

封印されていた車両数 60,938 台 94.7%

確認を行った車両数 64,341 台 100%

噴射ポンプの封印が 

開封されていた 

車両数３，４０３台 

(５．３％) 

点検を実施した 

車両数 

６４，３４１台 

(１００％) 

封印されていた車両数 

６０，９３８台 

(９４．７％) 



合　計
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かった
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(５３％)

交換した
車両数
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 （３）トラック事業者による自主点検結果（エア・クリーナ点検結果） 

   平成１８年１０月中にトラック事業者が１０１，１７４台について、エア・クリーナの自主

点検したところ、エア・クリーナの清掃・交換を行った車両が、６７，６０６台（全体の６７％）ありまし

た。 

＜事業者による自主点検結果＞ 

 台数 割合 

 エア・クリーナを清掃した車両数  53,765 台 53％ 

 エア・クリーナを交換した車両数   13,841 台 14％ 

エア・クリーナの清掃、交換を要しなかった車両数   33,568 台 33％ 

 点検を実施した車両数  101,174 台 100％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜エア・クリーナ点検結果の車両数割合＞ 

 

 

 


